
令和６年 10月 25日  

 

 

各 位 

 

 

   愛媛県産かんきつ消費拡大運動『みかん deチャージ』プロジェクトへの参加

について（依頼） 

 

 時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、えひめ愛フード推進機構（事務局：愛媛県食ブランドマーケティング課）では、全

国的にかんきつ消費量が減少している現状を踏まえて、本県の顔であるかんきつの消費を地

元から下支えし、かんきつ農業の未来に貢献するため、「みかんを食べてココロもカラダも

元気に働こう！」をスローガンに、「かんきつ王国」である地元・愛媛から、県内のオフィ

スで毎日かんきつを食べることを習慣化し、県産かんきつの消費拡大を図る運動を 11 月か

ら３月の５か月間、『みかん deチャージ』プロジェクトと称して実施することとしました。 

健康面の効能も優れているかんきつの習慣的な摂取は、職員の健康促進など健康経営の推

進や SDGs目標への貢献にもつながるため、別記のとおり、県庁をはじめ、県内市町や企業・

団体等にも参加を呼び掛け、オール愛媛の運動として展開したいと考えておりますので、同

プロジェクトにおいて、積極的に御参加くださいますようお願いします。 

  

所 属 えひめ愛フード推進機構事務局 

（愛媛県農林水産部農政企画局食ブランドマーケティング課内） 

担 当 事務局職員 新田（4093）、大内（4094） 

ＴＥＬ 089-912-2569 ／ ＦＡＸ 089-912-2561 

Eメール brand@pref.ehime.lg.jp 



（別記） 

 

 『みかん deチャージ』プロジェクトの内容 

    オフィスで働いている方々のココロとカラダにみかん（かんきつ）をチャージし

てもらうことで、健康で、明るく元気な職場を醸成し、かんきつの消費拡大に繋げ

るプロジェクト 

（１） 実施期間 

令和６年 11月 1日～令和７年３月 31日（５か月間） 

（２） 対  象 

県内全域のオフィス（県庁、市町、企業・団体等の事業所（部署）） 

（３） 申込方法 

① 募集開始（10月 24日～） 

② みかん deチャージへの参加を希望する事業所（部署）は、別添「愛媛県産かんき

つ消費拡大運動『みかん deチャージ』プロジェクト宣言賛同要領」に基づき、「愛

媛かんきつ部」ホームページ（https://www.kankitsu.aifood.jp/）内の参加申込

みフォームに必要な事項を入力 

③ 入力後、同ウェブページから「みかん de チャージ宣言書」をダウンロードの上、

事務所内に掲示 

※参加形態は、企業・団体全体でも、部署単位でも、自由に設定してください。 

※みかん de チャージ宣言事業所については、メディアや HP での紹介などを通じ

て、取組みを広く PRさせていただきます。 

（４） 購入方法 

➢ みかん deチャージ宣言事業所の判断で、農協や小売店、産直市、全農えひめ直販

ショップ（オンラインショップ）等から県産かんきつを自由に購入 

※品種・数量の指定はありません。 

➢ 購入経費は、各事業所（各部署）の福利厚生費や親睦会費を想定 

（５） 実績報告 

➢ みかん deチャージ宣言事業所は、別添「賛同要領」に基づき、みかん deチャー

ジ終了後２週間以内に、「みかん deチャージ実績報告書」をえひめ愛フード推進

機構事務局に報告 

➢ 下記の方法で報告 

「愛媛かんきつ部」ホームページ（『みかん de チャージ』のウェブページ）に掲  

載する「えひめ電子申請システム（手のひら県庁）」の URL をクリックの上、必

要な事項を入力し、送信をクリック 

 

https://www.kankitsu.aifood.jp/

